
商工省貿易局『阪神在留ノ華商ト其ノ貿易事情』

（1938年）より引用します。

「居留地ノ外安治川ニ臨ム富島ト古川町及ビ本田全

部ヲ雑居地トシ、居留地ニ入ラザル外人及ビ支那人

全部ハ此ノ雑居地ニ居住シタガ、有力華商ハ現在ノ

本田小学校ヲ中心トスル四周辺に集中し、一般ニハ

俗ニ番丁ト称セラレタ本田一、二、三番町辺ニ居住

シテ居タガ居留地ニ近イ程有力華商ト見ラレテ居タ」

右の「川口居留地」の図中、36番までが居留地で

す。本田小学校は、1897年にこの地に移って来たの

で、呉錦堂の大阪時代、この地も雑居地の一部だっ

たと推察いたします。

新修大阪市史編纂委員会編集『新修大阪市史 第

５巻』（大阪市 1991年）から引用します。

「清国人は雑居地で日本人から家屋を借りていた。

明治16年(1883年)5月31日現在の「民有地家外国人

へ貸渡一覧表」(外務省外交史料館蔵)によれば、52ヶ

所を外国人が借りているが、そのうち44ヶ所を清国

人が借りている。このころは、清国人は少なくとも

127人はいたから、一カ所に二ないし三人住んでい

たことになる」

鴻山俊雄著『神戸大阪の華僑』から引用します。

「（大阪在住の華商のうち、独立して）店舗を構え

たものは、店の商号のほか何番館と称した。例えば

十二番館鴻茂祥号というようなものである。この番

号は適宜に付けるもので別に意味がなく、実際欠番

のものも少なくなかった」

大阪華商について記述した多くの文献中、上述の

「川口三十番呉錦堂」のように、「〇〇番」あるい

は「〇〇番館」といった表記を目にし、その意味す

るところが気になっておりました。 (次頁に続く)
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呉錦堂を語る会通信

呉錦堂の大阪時代(1888、89年頃)については、すでに、本通信第34号で取り上げました。そして、呉錦堂

の大阪時代の具体的な活動・事業の事例として、鴻山俊雄著『神戸大阪の華僑』（1979年 華僑問題研究所）

の記述を引用しました。「蝙蝠傘商川瀬与三郎商店は川口三十番呉錦堂の資本により実質経営されていた」

という内容です。ところで、この記述の典拠並びに関係文献・資料について、許淑真、二宮一郎両先生から、

多くのご教示、情報をいただき、本第40号を発行することができました。深く感謝いたします。

本号では、先ず、「大阪華商の居住地、店舗、商号」などについて概観し、続いて、上述、「蝙蝠傘商川

瀬与三郎商店は川口三十番呉錦堂の資本により実質経営されていた」の典拠資料と考えられる、明治26年(18

93年)12月10日付『商業資料』「大阪に於ける外人の工業」を掲載いたしました。『商業資料』は大阪府立中

之島図書館所蔵です。 （編集委員 橘 雄三)

呉錦堂の大阪時代（続）

《１．大阪華商の居住地》

《３．大阪華商の商号の前に付く「〇〇番」の意味》

川口居留地研究会『川口居留地 １』(1988年発行)

より転載。編集委員が一部加筆

《２．店舗を持つ場合、日本人から家屋を借りた》

川口居留地

2018.3.1



大阪時代の呉錦堂は、規模はわかりかねますが、

本田一、二、三番町辺りに、日本人から家屋を借り、

店舗を構えて商売していたと推察いたします。

次に、後述、『商業資料』に記述のある「三番廣

昌隆」「十四番同孚泰」「三十番呉錦堂」「六十五

番祥隆号」など、商号の前に着く番号について考え

てみます。

ところで、「六十五番祥隆号」は「中国商人取引

一覧」では「56番祥隆号」となっており、「三十番

呉錦堂」は見当たりません。なお、「30番」に関し

ては「裕貞祥」と記載され、また、「30番1」とい

う枝番がついて、「震記号」という商号も存在しま

す。前頁の記述、「一カ所に２ないし３人住んでい

たことになる」という記述からすると、「30番」で

呉錦堂も営業していたのでしょうか。あるいは、当

該表の原掲載紙は1889年12月4日付『東雲新聞』で、

この時期は呉錦堂の大阪時代の最後と思われますが、

既に、神戸へ移っていたとも考えられます。

それから、もう一つわからないのは、呉錦堂が個

人名になっていることです。華商は、「股」（日本

でいう株）を出資し合って、例えば、「同孚泰」や

「祥隆号」を設立します。呉錦堂も大阪時代、「義

生栄号」という商号で事業を行っていたという文献

もあります。どうだったのでしょうか。

それにしても、これ

ら商号の前に付く「〇

〇番」の意味がはっき

りしません。前頁、鴻

山俊雄氏は、「この番

号は適宜に付けるもの

で別に意味がなく、実

際欠番のものも少なく

なかった」とおっしゃっ

ていますから、野球の

背番号のようなものだっ

たのでしょうか。何か

ルール、意味がありそ

うな気がいたします。

これについて、「事

業申請をしたときに、

官庁が付した登録番号

ではないか」とおっしゃ

る研究者もいますが、

はっきりしたことはわ

かりません。更なる調

査が必要です。

呉錦堂の大阪時代の

具体的な活動・事業の

事例、及び商号の前に

付く「〇〇番」の意味

などについて情報をお

持ちの方は、ご提供願

います。

2018.3.1 呉錦堂を語る会通信 NO.40 ＜２＞

呉錦堂の大阪時代（前頁に続く）
引き続き、「大阪華商の居住地、店舗、商号」についてみていきます。

なお、下の枠内の「中国商人取引一覧」は、堀田暁生・西口忠共編『大阪川口居留地の研究』（思文閣 1995年）

からの転載です。

《４．大阪華商の商号の前に付く「〇〇番」の意味(続)》



2018.3.1 呉錦堂を語る会通信 NO.40 ＜３＞

明治26年(1893年)12月10日付『商業資料』
下に、前頁で触れました明治26年(1893年)12月10日付『商業資料』の表紙（第一面）を掲載いたしました。

目次の「商海彙報」に「大阪に於る外人の工業」という項目が見えます。



2018.3.1 呉錦堂を語る会通信 NO.40 ＜４＞

明治26年(1893年)12月10日付『商業資料』「大阪に於ける外人の工業」

下記、『商業資料』原文中、朱線部分が、「川口清商三十番呉錦堂…」の記述のある箇所です。なお、朱線

及び同箇所の拡大表示は編集委員の加筆です。


